
 

 

 

 

 

 

 

★ 監 督 署 が 動 き 出 し ま す ★ 

●４／１に厚生労働省が 『管理監督者の範囲の適正化について

（基監発第040101号）』 という通達を出しています。この通達は、「ち

ゃんと各企業を指導しなさい。」という内容です（通達の詳細はＨＰ［名

ばかり管理職］で）。 

 

●通達内容の要約は、以下の通りです。 

・管理監督者の認識が不十分 

・管理監督者は“法律上”と“実際”が異なっている実態がある 

・“法律上”の管理監督者の趣旨・解釈を周知する 

・問題があるおそれがあれば適切な監督指導を実施する 

 

●「監督指導の実施」という点に注目です。多くの企業では、『課長

以上＝役職者＝法律上の管理監督者＝残業手当なし』 という

取り扱いがなされています。この取り扱いを是正しよう、という動きに

あるのです。 

 

●事の発端は『マクドナルド判決』。この判決では割増賃金の支払

いが命じられました。管理監督者と思われた“店長”に対してです。

店長はその店で一番偉い人です。管理監督者のはずです。私もそ

う思います。であるにも拘らず、支払命令です。 

 

●私はこの判決には不満です（裁判官の救い方が間違っているという意

味で）。「地裁レベルの判決はジタバタしなくても良い。」、「ジタバタす

るのが一番危ない。」と思っています（ＨＰ記載）。 

しかし、“通達が出されたという事実”と、通達を根拠に“動き出そう

としている事実”は変えることができません。 

 

●マクドナルド側は控訴しているので確定判決ではありませんが、と

にかく一審では、『業務内容、責任、権限等』、実態で判断された

ことは頭に入れておかねばなりません。 

いいですか、『資格・肩書き』ではなく『実態』での判断です。 

 

●大手企業では、「見直しを進めよう。」という方向にあります。しか

し、地元を支えている中堅・中小企業では、多くの問題を抱えたま

まではないでしょうか。 

 

●「大手とは訳が違う。」 その通りです。しかし、法律は１つですか

ら、行政としても中堅・中小企業だからといって見逃すわけには参ら

ないのです。 

 

★ で も 、 や っ ぱ り 慌 て な く て 良 い ？ ★ 

●労働基準監督署が調査に入る確率はどのくらいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

通達にも、「相談が寄せられた場合には」 とありますので、何もない

所にノコノコとやってくる確率は極めて低いでしょう。 

 

●「今までに一度も監督署にお世話になったことはない、管理監督

者を認識して適切に対処している、時間管理も落ち度はない。」 

仮に調査に入られても怖くはありません。ところが・・・ 

 

●この判決を引き金に、監督署へ相談は『格段に』増えています。

減少傾向にはありません。弊事務所へも問い合わせが増えています。

また、相談者は社員とは限りません。 

つまり、「いつ、誰が、相談に行くか」 先が読めない状態にあるので

す。事が起これば、監督者が調査に入る確率は１００％です。 

 

●更に、法違反の状態であれば、社員はそれを知っています。「自

分も名ばかり管理職だな。」と思っていたりもします。このようなことは、

労務管理のマイナス要因であって、決してプラスの要因とはなりませ

ん。今後、様々な経営戦略を実行する際に、経営者様のメッセー

ジが伝わりにくくなる要因の一つとなります。 

 

★ 形 式 な ん て ど う で も い い ★ 

●対策としての必須要件は、“就業規則の整備” と “管理職者の実態

の改善”です。就業規則の整備も有効な手段ですが、この問題に関しては

就業規則も“形式”に過ぎず、整備のみでは効果があるとは言えません。 

 

●１０月～１１月にかけてが、監督署の調査が一番多く行われます。今から

取り組んで、ギリギリ間に合うか否か微妙なところです。 

 

●「調査はない」と腹をくくるか、「重い腰を上げる」か。いつかは対策を立て

なければなりません。ホワイトカラーエグゼンプションに期待するのは、止めた

方がよさそうです。 

 

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援 

★セ ミ ナ ー ／ 講 演 

★各種助成金の申請 

★労働／社会保険手続 
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施 

★退職金制度の構築 
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